
公立学校教職員の懲戒処分の概要 

 

 ○道路交通法違反（酒気帯び運転） 信用失墜行為 

（１）処分年月日  令和７年２月１３日 

（２）処分の量定  停職 ３月間 

（３）所属・職種  公立学校教職員 

（４）処分の理由  令和６年１０月２２日、自家用自動車で出勤途中、飲

酒検問中の警察官により停止を命じられ、呼気検査を受

けたところ、基準値以上のアルコールが検出され、同日

午前５時２７分に道路交通法違反（酒気帯び運転）で逮

捕された。その後、不起訴処分となるが、令和７年１月

９日付けで免許取消の行政処分を受けた。 

 


